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災害対策調査特別委員会調査資料 

令和元年１０月７日 

都市整備部市街地整備課 
 

建築物耐震化事業について 

１ 耐震化の目標 

(1)耐震化率の現状と目標(「板橋区耐震改修促進計画２０２５」) 

建築物の分

類 

耐 震 化 率 

当初 

平成 18年度

末 

 

平成 27年度

末 

現状 

平成 30年度 

末 

目標 

令和元年度

末 

目標 

令和２年度

末 

目標 

令和７年度

末 

 

住 宅(戸) 

 

 

７５．７％ 

８１．２％ 
木造住宅 68.4% 
非木造住宅

85.8% 

８３．８％ 
木造住宅 74.0% 
非木造住宅

86.9% 

 

－ 

 

９５％ 

 

－ 

特定緊急輸

送道路沿道

建築物(棟) 

 

－ 

 

８６．９％ 

 

８９．９％ 

 

９０％ 

 

－ 

 

１００％ 

耐震化率は推計値 

 

 (2)目標事業量 

①１０か年の目標事業量（「板橋区基本計画２０２５」） 

計画事業 １０か年の目標事業量 

 

非木造建築物耐震化促進事業 

耐震診断 ８０件、補強設計 ７０件 

耐震改修 ７０件 

【特定緊急輸送道路沿道建築物】 

補強設計 ７１件、耐震改修 ８８件 

 

木造住宅耐震化推進事業 

耐震診断 ９００件、耐震補強 ３６０件 

除却 １５０件、建替 １００件 

耐震シェルター ３０件  

 

②３か年の目標事業量と実績(「いたばし№１実現プラン２０１８」) 

計画事業 ３か年の目標事業量 実績(平成 28～30年度) 

 

非木造建築物耐震化促進 

事業 

耐震診断２４件、補強設計２１

件、耐震改修２１件 

【特定緊急輸送道路沿道建築物】 

補強設計２４件、耐震改修３２件 

耐震診断１６件、補強設計１件、

耐震改修２件 

【特定緊急輸送道路沿道建築物】 

診断３件、設計７件、改修１４件 

 

木造住宅耐震化推進事業 

耐震診断２７０件、耐震補強１０

８件、除却４５件、建替３０件 

耐震シェルター９件  

耐震診断１５６件、耐震補強５０

件、除却５０件、建替４４件 

耐震シェルター０件  
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③３か年の目標事業量(「いたばし№１実現プラン２０２１」) 

計画事業 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

非木造建築物耐震化 

促進事業 

耐震診断８件、補強設

計７件、耐震改修４件 

【特定緊急輸送道路沿

道建築物】 

補強設計８件、耐震改

修４件 

耐震診断８件、補強設

計７件、耐震改修４件 

【特定緊急輸送道路沿

道建築物】 

補強設計８件、耐震改

修４件 

耐震診断８件、補強設

計７件、耐震改修４件 

【特定緊急輸送道路沿

道建築物】 

補強設計８件、耐震改

修４件 

木造住宅耐震化推進 

事業 

耐震診断７０件、耐震

補強２２件、除却２１

件、建替１５件 

耐震シェルター２件  

耐震診断７０件、耐震

補強２２件、除却２１

件、建替１５件 

耐震シェルター２件  

耐震診断７０件、耐震

補強２２件、除却２１

件、建替１５件 

耐震シェルター２件  

 

 

２ 耐震化が進まない理由 

(1) 非木造建築物 

      「耐震改修に要する費用負担が大きい」「賃借人や区分所有者との合意形成が困難」

「耐震改修により建物機能が損なわれる」などの複合的要因がある。 

 

(2) 木造住宅 

     築４０年近く経過している木造住宅について、改修か建替えか躊躇している所有者も

多い。また、所有者の多くが高齢者であるため、建物の維持管理について新たな行動を

起こしづらい傾向にある。 

 

 

３ 耐震化の考え方 

区では、区民の生命・財産を守るため、「自助・共助・公助」のもと、自然更新(建替

え)による耐震化のほか、建物所有者が主体的に耐震化の取組ができるよう、耐震化の必

要性に関して普及啓発し、技術的な間接支援を行うとともに、国や東京都の補助制度を

積極的に活用し、財政的な直接支援を行っている。 

２３区全てにおいて同様な助成制度があり、国・都及び他区の動向を踏まえ、板橋区

の制度は標準的なものとなっている。 

 

 

４ 事業目的 

   大規模な震災による建築物の被害・損傷等を最小限にとどめるため、昭和５６年５月

３１日以前（建築基準法の旧耐震基準によるもの）に建築された建築物の所有者等に対

して、建築物の耐震化に要する経費の一部を助成することにより、建築物の耐震化を促

進し、もって災害に強い安全なまちづくりの推進を図る。 
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５ 非木造建築物耐震化促進事業 

(1) 事業内容 

非木造建築物の所有者等が行う耐震化に要する以下の費用の一部を助成する。 

①  耐震診断助成(平成 7年度～) 

耐震診断費用の 2/3以内で限度額 200万円 

 （一般緊急輸送道路等沿道建築物※１は、耐震診断費用の 4/5以内で限度額 240万円） 

②  耐震補強設計助成(平成 23年度～)(原則地上 3階以上かつ延べ面積 1,000㎡以上) 

耐震補強設計費用の 1/3以内で限度額 100万円 

③ 耐震改修工事助成(平成 21年度～) (原則地上 3階以上かつ延べ面積 1,000㎡以上) 

耐震改修工事費用に 23％を乗じて得た額の 2/3以内で限度額 2,000万円 

（一般緊急輸送道路等沿道建築物は、耐震改修工事費用の 2/3以内で限度額 4,000万円） 

（延べ面積 5,000㎡を超える部分については、耐震改修工事費用の 1/3以内）） 

④  建替え・除却工事助成（一般緊急輸送道路等沿道建築物のみ）(平成 23年度～) 

耐震改修工事費用の 1/3以内かつ建替え工事（除却工事）の 1/3以内で限度額 2,000

万円（延べ面積 5,000㎡を超える部分については、1/2以内） 

・以下、特定緊急輸送道路沿道建築物※２対象 

⑤ 耐震診断助成(平成 23年度～) 

助成対象経費の 5/6以内（延べ面積 3,000㎡未満の場合は 10/10以内） 

⑥ 耐震補強設計助成(平成 23年度～) 

  助成対象経費の 5/6以内 

⑦ 耐震改修工事助成(平成 23年度～) 

助成対象経費の 5/6（延べ面積 5,000㎡を超える部分については、1/2以内） 

⑧ 建替え・除却工事助成(平成 23年度～) 

助成対象経費の 1/3以内（延べ面積 5,000㎡を超える部分については、1/6以内） 

 

※１ 一般緊急輸送道路等沿道建築物 

東京都が指定する第２次緊急輸送道路・第３次緊急輸送道路または区が定める避難道路等に

敷地が接し、一定の高さを超える建築物。 

一般緊急輸送道路は６頁参照 

※２ 特定緊急輸送道路沿道建築物 

東京都が指定する第１次緊急輸送道路である中山道・川越街道・環状七号線・首都高速５号

線・新大宮バイパス等に敷地が接し、一定の高さを超える建築物。 

特定緊急輸送道路は７頁参照 
 

※  特定緊急輸送道路沿道建築物等については、別途、耐震対策緊急促進事業補助金との併用

が可能 
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(2) 周知等の取組 

・板橋区ホームページ・広報等での事業紹介及び窓口での耐震助成パンフレットの配布

による周知のほか、耐震相談会を毎年９月 1日、3月 11日付近で開催している。 

・耐震相談を希望する者に耐震化アドバイザーを派遣し、耐震診断や耐震改修の必要性

や進め方、区分所有者間の合意形成を円滑にするための助言を行っている。 

・「特定緊急輸送道路沿道建築物」及び分譲マンションについては、東京都と連携して

耐震化の普及・啓発に関して個別の周知・指導を行っている。 

 

(3)  事業実績 

事業種別 平成７～27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 累計 

耐震診断 
１９８件 

(１１０件) 

９件 

(３件) 

７件 

( － ) 

３件 

( － ) 

２１７件 

(１１３件) 

耐震補強設計 
３４件 

(２９件) 

０件 

(０件) 

６件 

(５件) 

２件 

(２件) 

４２件 

(３６件) 

耐震改修等 

工事 

２５件 

(２４件) 

７件 

(６件) 

１件 

(１件) 

８件 

(７件) 

４１件 

(３８件) 

＊(  )内は、上記件数のうち、特定緊急輸送道路沿道建築物の件数を示す 

  ＊特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断については、平成 28年度までに全て完了 

 

 

６ 木造住宅耐震化推進事業 

(1) 事業内容 

木造住宅の所有者等が行う耐震化に要する以下の費用の一部を助成する。 

① 耐震診断助成(平成 18年度～) 

耐震診断費用の 1/2以内で限度額 75,000円 

・高齢者等は、耐震診断費用の 2/3以内で限度額 100,000円 

・特定地域は、耐震診断費用の 4/5以内で限度額 120,000円 

② 耐震計画等助成(平成 18年度～) 

耐震計画等費用の 2/3以内で限度額 40,000円 

③  耐震補強工事助成(平成 18年度～) 

耐震補強工事費用の 1/2以内で限度額 750,000円 

・高齢者等は、耐震補強工事費用の 2/3以内で限度額 1,000,000円 

※ 建築基準法における重大な違反がないもの 

④  除却工事助成（特定地域※３内に限る。）(平成 23年度～) 

除却工事費用の 1/3以内で限度額 500,000円 
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⑤ 建替え工事助成（特定地域内に限る。）(平成 23年度～) 

一律 1,000,000円 

※ 準耐火以上の耐火性能を有する建築物への建替えをするもの 

※ 建築物の外壁面が隣地境界線から 50cm以上後退した計画であること 

※ 建築基準法第 42条第 2項道路に接道している場合は、道路の後退整備をすること 

⑥ 耐震シェルター等設置工事助成(所得要件あり)(平成 27年度～) 

・高齢者等は、設置工事費用の 1/2以内で限度額 150,000円 

・自力での避難が困難な方は、設置工事費用の 9/10以内で限度額 300,000円 
 

   ※３ 特定地域 

    木造住宅密集地域整備事業を実施した地域及び東京都震災対策条例に基づく「防災都市づ

くり推進計画」で定められた整備地域を示す。 

特定地域は８頁参照 
 
 

(2) 周知等の取組 

・板橋区ホームページ・広報等での事業紹介及び窓口での耐震助成パンフレットの配布

による周知のほか、耐震相談会を毎年９月 1日、3月 11日付近で開催している。 

  ・耐震助成チラシの各戸配布や町会掲示板等へのポスター掲示等、計画的に普及啓発に

努めている。 

  ・高齢者・福祉等関連部署と連携して、バリアフリー工事と耐震工事の両助成事業の 

ＰＲチラシを作成し、窓口配付している。 

 

 

(3) 事業実績 

事業種別 
平成 18～27 

年度 
平成 28年度 平成29年度 平成 30年度 累計 

耐震診断 ６２７件 ６８件 ３８件 ５０件 ７８３件 

耐震計画等 ２１７件 ４２件 ２２件 ３４件 ３１５件 

耐震補強工事 １４６件 ２１件 １６件 １３件 １９６件 

除却工事 ７５件 ２２件 １５件 １３件 １２５件 

建替え工事 ４３件 １８件 １４件 １２件 ８７件 
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